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西欧中世初期の領主制に関する若干の論点

森 本 芳 樹

は じめに

西欧中世初期の農村構造をめぐる研究におい

て， 19世紀の古典学説による構想の中心に置か

れていたいわゆる「古典荘園制」の役割が，次

第に小さく評価されるようになってきたことは

十分に知られている。しかしながら，第二次大

戦以降もそうした傾向が続く中で， 1950年代末

から「古典荘園制」を再評価しようとする新し

い研究動向も見られるのであり，ことに F.L.

ガンスホーフが先鞭をつけ叫 A. フルヒュル

ストによって深められた 2)考え方は，「古典荘

園制」を例外的な現象と把えるのではなく，む

しろ，それを理想的な形態として行なわれるよ

うな領主制の運動を農村構造進化の軸に据える

ことによって，西欧中世経済形成過程における

「古典荘園制」の位置を見定めることを可能に

したのであったり。そして，おそらくはこのよ

うな新しい研究動向に触発されて，少なくとも

1960年代末からのフランス学界では， 「古典荘

園制」の再評価が進行しているようである。す

なわち，最近公刊されたいくつかの概説を見る

と，「古典荘園制」がヨーロッパ全体では限ら

れた地域しか占めなかったことを認めながら

も，ともかくそれが 7,__, 8世紀にロワール・ラ

イン間地域の主要部分に形成され，そこから他

の地方にも普及していったとして，これを「 5

,__,10世紀における土地と農村経済」の中心に置

いている G.フールカン 4), 「中小土地所有」の

広汎な存在に注意はするが，「小規模経営の中

・大規模経済への統合」を重視して，やはり大

土地所有・経営を軸として中世初期の農村構造

を整理する R.ドゥエールト叫「その構造にお

いていかに多様であり，いかに変動的であり，

また，しばしば考えられていたより普及の程度

が低かったことは確実であったとしても，それ

が果していた機能と，周辺農村に及ぽしていた

影響によって，大所領は当時の経済全体の中心

を占めていた」と述べる G.デュビィ 6)などが

あって，そうした印象が強い。

ところで，フ）レヒュルストに代表される所説

は，西欧中世初期の農村構造を統一的に把握す

るための仮説という色彩がなお濃厚であるか

ら，ョーロッパないしわが国における最近の研

究成果に照らして，さらに深められ，豊富にさ

れていかねばならないであろう。本稿はこうし

た観点から，西欧中世初期の農村構造，ことに

領主制をめぐるいくつかの重要な論点を検討す

ることによって， 「古典荘園制」の再評価をさ

らに進めようとする試みである。

1) F. L. Ganshof, Le dornaine gantois de l'ab-

baye de Saint--Pierre-au-Mont-Blandin a l'epo-
que carolingienne, Revue belge de Philologie et 

d'histoire, 1948, pp. 1021-41; Id., Manorial 

organisation in the Low Countries in the 7th, 

8th and 9th centuries, Transacitons of Royal 

historical society, 1949, pp. 29-59; Id., Grondbezit 

en gronduitbating tijdens de vroege rniddeleeu— 
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wen in het noorden van het frankische rijk en 

meer bepaald in Toxandrie, Brabants heem, 

1954, pp. 3-19. 

2) A. Verhulst, De Sint-Baafsabdij te Gent en 

haar grondbezit (V Ile-x1ve eeuw). Bijdrage 

tot de kennis van de structuur en de uitbating 

van het grootgrondbezit in Vlaanderen tijdens 

de middeleeuwen, Brussel, 1958; Id., La genese 

du regime domanial classique en France au 

haut moyen age, Agricoltura e mondo rurale in 

Occidente nell'alto medioevo, Settimane di studio 

de! Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 

Xill, Spoleto, 1966, pp.135-60. これらの業績

の内容については，拙稿「古典荘園制に関する最近

の研究について—-A. フルヒュルストの所説を中

心に一―-」本誌， 34巻 2号， 1968, 49-63頁を参

照。

3)拙稿「中世初期の社会と経済」『岩波講座・世界

歴史』中世 1, 1967, 126-44頁；同「西欧封建社

会論の再検討ー一『古典荘園制』を中心に一ー」岡田

与好編『近代革命の研究』上，東京大学出版会，

1973, 1-37頁。

4) G. Fourquin, Histoire economique de !'Occident 

medieval, Paris, 1969, pp. 61-82. 

5) R. Doehaerd, Le haut moyen age occidental, 

Economies-et societes, Paris, 1971, pp. 153-204. 

6) G.Duby, Guerriers et paysans. Vlle-xIIe 

siecle. Premier, essor de l'economie euroPeenne, 

Paris, 1973, p.107. こうしてデュビィの場合，

Id., L'economie rurale et la vie des campagnes 

dans !'Occident medieval (France, Angleterre, 

Empire, JXe-xvesiecle). Essai de synthese et 

perspective rie recherches, I, Paris, 1962, pp. 88 

-129よりも， 大所領の役割の評価が高くなってき

ているようである。

1 . 中世初期農村におけるローマ的要素と

ゲルマン的要素

フルヒュルストの学説では，メロヴィング期

に特有な小所領が， 「古典荘園制」に先行する

形態として構想されることによって，一方で

は，ローマ期大所領からの連続において中世

初期の領主制を把える，ロマニスト的傾向が批

第 42巻第1-6号

判されるとともに，他方では，独立農民層がメ

ロヴィング末期に至って分解を開始するところ

に領主制形成の起点を措定する，ゲルマニスト

に通例の考え方が退けられており，少なくとも

古典的なロマニストとゲルマニストとの間に，

第 3の立場を提示したと言えるであろう。けれ

どもその論調を詳細に追ってみると， M. ブロ

ック， A.デレアージュ，さらに C.E.ペラン

のように，中世の領主制をローマ期以前の土地

所有関係と結びつけようとするフランス学界の

傾向が強く批判される 1)とともに，メロヴィン

グ期以降に新しく行なわれた農村開発を「古典

荘園制」形成の要因として強く押し出してい

る2)のであって， ローマ世界から西欧中世へ連

続する要素への評価がかなり低いという印象が

強い。ところで，西欧中世初期におけるローマ

的要素とゲルマン的要素という問題領域におい

て，最近のヨーロッパ学界では，ことにドイツで

の研究を中心として前者の評価が次第に高めら

れているように思われるのであって，商品・貨

幣流通や都市についての西ドイツでの研究成

果 3)ゃ，封建的従属農民層の起源をめぐる東ド

イツでの論争 4)などに，そうした動向が見てと

れるのである。「古典荘園制」の形成に関する

新しい考え方は， こうした研究動向とどのよ

うな関係にあるのだろうか。もちろん重要なの

は，ローマ的要素とゲルマン的要素を裁然と区

分し，それらの評価において純潔にロマニスト

的，あるいはゲルマニスト的な立場を擁護する

ことではなく，二つの世界からの寄与が西欧中

世初期の農村で具体的にどのように絡みあって

いたかを見究めるところにある。ここでは，そ

うした立場から，最近の研究成果を素材に若干

の検討を加えてみたい。

まず，「古典荘園制」が典型的に成立したイ
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ール・ド・フランスから始めよう。この地方に

関してフルヒュルストは， P. ブリュネの農村

地理学的研究と M.ロブランによる歴史地理学

的研究に依拠している 5)が， これらのいずれも

が，ローマ期から連続している局面を全く否定

しているのではない。すなわち前者は，セーヌ

河とオワーズ河にはさまれた地帯での近代的大

農場を考察しながら，その歴史的起源は，カロ

リング期から中慌盛期にかけての修道院領の他

にも，時にはローマ期の所頷でもありえたと指

摘しており八また後者は，パリ地方における

メロヴィング期以降の農村開発を重視し，道路

組織以外には注目すべきローマ期の遺産はない

とする見方で貫ぬかれてはいるが，定住地ごと

の個別的分析では，多くの場所についてローマ

人の足跡に注意を払っているのであるり。さら

に，古代末期からメロヴィング期のソワッソン

地方を，文献史料に加えて，地名，守護聖人

名，さらに考古学的素材を検討することによっ

て追究した R.カイザーの研究 8)が発表される

とともに，ローマ期からの遺産はきわめて大き

く評価されることになった。すなわち，メロヴ

ィング王権の最大の拠点の一つであったこの地

方では，ローマ帝国による軍事的定住を軸とし

て， 4世紀には比較的安定した社会状況が現出

したとされるが，クロヴィス以降のフランク王

国は，あらゆる側面でこの古代末期における達

成を受容することによって成立した。それは，

しばしば指摘される道路組織，手工業生産，都

市的生活の維持にとどまらず，ローマ帝国領の

フランク王領地への転化や，セナトー）レ貴族を

も吸収したメロヴィング期貴族による古代末期

大土地所有の継続などを内容とするとされてお

り9), しかもそれらのすべての基礎として，農

村における定住地の連続が考えられているので

ある 10)。

次にベルギー南部を見ると，第二次大戦直後

の L.ジェニコによるロッブ修道院領に関する

論文11)を出発点として，問題の所在はより明確

にされているように思われる。ジェニコは，そ

の主たる研究領域であるナミュール地方につい

て，中世初期所領のかなり多くがローマ期大土

地所有に発すると考えている 12)が， 9世期中葉

の所領明細帳のうちに「古典荘園制」的な形態

を示しているロッブ修道院領13)の形成過程を検

討して，次のような事情を明らかにしている。

すなわち，ロッブ修道院が 9世紀にベルギー南

部で持っていた 105所領のうち， 32箇所でロー

マ期の所領や墓地などの重要な遺跡が発見され

ており，その他に住居址などのより簡単な遺構

を持つものも考慮するとき，ローマ人の足跡が

全く発見されないのは39所頷だけであって，修

道院の手によって新たに開発されたのは所領全

体の三分の一強に過ぎない。ローマ期所領がそ

のまま修道院領になったという証拠はないが，

これらがすべていったんは荒蕪地になったとも

考え難<'7世紀後半に創建されたロッブ修道

院は，おそらくローマ期以来耕作され，かつす

でに所領組織を持っていた土地の寄進を受け入

れることを主たる手段として，所領を形成した

と考えられるのである。しかもきわめて興味深

いのは，修道院所在地に近くなるほどローマ期

の遺跡を含む所領の数が減少することであり，

こうして，ロッブ修道院はローマ期定住地の比

較的少ない場所に立地して，その周辺を開墾し

ながら，所領の主要部分としてはローマ期以来

の耕地を獲得していったということになる。

フランク王権の直接の保護下に創建され発展

したロッブ修道院14)のこうした所領形成過程

は，ローマ帝国末期までの農村開発の所産が，
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ゲルマン人による新たな支配のうちに受容さ

れ，再編されていった道程を印象的に示してい

ると思われるが，その点をベルギー南部一般に

ついてさらに展開したのが， G. フェデ・フェ

イトマンス『メロヴィング期におけるベルギ

ー』 (1964年）15)である。フルヒュルストはこれ

を，ローマ期所領と中世領主制の断絶を主張し

た業績として引用しており 16), 「ローマ帝国末期

の所領 fundiとメロヴィング期の所領 villae

との内部構造と経済的指向は，異なっていたば

かりでなく，事実上相互に対立していた。前者

は帝国的規模での組織的な経済と結びついて存

在していたのに，後者はそこに居住する人間，

ないし人間集団の必要充足だけに限られていた

のであるm」というような叙述からは，こうし

た引用の仕方も正当であると思われる。けれど

もフェデ・フェイトマンスは，それと並んで次

のような注目すべき事情をも指摘している。す

なわち，ベルギー全体を巨視的に見て，ローマ

期所領とメロヴィング期墓地との遺構の分布を

比較してみると，二つの時期における定住領域

はほぽ一致している。そして，ローマ期所頷の

少なくとも一部は 3,_, 4世紀に荒廃させられて

しまうが， 5世紀の末，遅くとも 6世紀には再

び開発されて，中世初期の所領に再生していく

のであり，確かにローマ期所領の中心にあった

諸施設が破壊されて，メロヴィング期の定住地

は水源に近い場所に新しく設定されることが多

いが，同じ場所の耕地はそのまま利用されてい

る18)。こうした事態をフェデ・フェイトマンス

は，「同一の経営頷域における定住地の移動」

と呼んでいる 19)のであって，われわれはここ

に，ゲルマン人による新しい社会体制のもとに

ローマ期以来の生産力的基盤が受容された絶好

の例を見出すことができるであろう。

第 42 巻第 1~6 号

中世初期の所領がローマ期の耕地をも一つの

基盤として成立するという事情は，他のいくつ

かの地方についても最近の研究によって明らか

にされており，フランス学界では， M.; レーシ

ュと J. クードゥーのコルビー修道院に関する

論文20)が注目される。そもそもコルビー修道院

領は，王権によるヒ゜カルディー地方開発政策の

一環として，サン・ベルタン修道院領などとと

もに， 7世紀後半に形成され21)' 9世紀前半に

は，少なくとも修道院所在地に近い所領群で

「古典荘園制」を実現していたようであるが22), 

その創建期における土地所有を歴史地理学的に

検討したのがこの論文である。それによると，

7世紀後半の修道院領は，コルビー周辺に一円

化された巨大な土地が確保されていたのを始め

として， 2万ヘクタール以上にも及んでいた

が，その主要部分はメロヴィング王権からの寄

進によっており，寄進された王領地はローマ期

の帝国領に由来するものであった。しかも，耕

地形態や地方行政区域のあり方から見て，修道

院領の一部にはローマ人による土地区画たる

<centurio~ の跡が発見されるのであって，古

代の耕地が帝国末期にいったん耕作されなくな

ったとしても，コルビー修道院頷のうちに取り

込まれて再開発されていったことが確実なので

ある。こうして，ピカルディーにおいてはロー

マ期と中世初期との所領ないし定住地の間に

立地上の連続がない，とする R.フォシエの見

通し23)が全体として正しいとしても，やはり，

ローマ期の耕地が中世に受容されている可能性

が大きい。

さらにドイツ学界に目を転ずると，そこでは

古代からの遺産継承は，さらに大きく評価され

ているようである。たとえば， D.フリートナ

ーによる南西ドイツに関する論文24)は，ローマ
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期から中世初期の耕地形態を社会構造との関連

で追究して，次の点を明らかにしている。それ

は，中世初期に定住したアラマン族は，ローマ

期所領の中心となっていた諸施設を利用するこ

とはなく，旧来の耕地の周辺か，あるいはやや

離れた場所で河川沿いに定住地を作り，それを

拠点として，ローマ期の耕地を用いながら新し

い耕地形態を打ち出していった，というのであ

る。そして， H. ロートもライン右岸一帯のア

レマニア地方について，同様の事情を指摘する

とともに，それが，手工業をも含めたメロヴィ

ング期の経済的発展の基礎となった， と考え

る25)。さらに， F.シュタープのライン中流地域

の社会構造についての研究26)となると，古代か

ら中世への連続をあらゆる分野にわたって証明

しようとするその論醐は，当面の問題において

も次のような主張となって現われてくる。すな

わち，農業についてはローマ期からの遺産を直

接に証拠だてる素材は少なく，ローマ期の耕地

形態が中世に持ち越されている例も若干をあ

げうるに過ぎないが，そもそも古代末期の人口

が，ことに直接に生産に従事する下層民衆が，

民族大移動の過程を生き延びてゲルマン人支配

下の社会に入り込んでいった点を考慮するなら

ば，やはりそこでも連続という局面を重視しな

ければならない，というのである 27)。さらにわ

れわれは，シュタープの業績から次の 2点をも

読み取ることができる。まず，ライン中流地域

におけるゲルマン人の定住は，フランク族によ

る最終的な覇権の確立までいくつかの部族によ

って継起的に進行し，それぞれの部族がローマ

期の定住地と耕地に対する入り組んだ関係を示

しているが，ともかく，ローマ期の耕地が帝国

末期にいったん放棄されることがあったとして

も，すでにメロヴィング期には再び開発されて

いること28), さらに，フ゜リュム修道院領など，

カロリング期に「古典荘園制」を構成しえたこ

の地方の教会領は，その起源をしばしばフラン

ク王領地を通じてローマ帝国領に持っており，

交通組織などの古代の遺産を大きく継受してい

ること29)である。

以上のように，最近の研究成果に照らして吟

味された場合，ゲルマン人の作り出した小所領

を起点として構想された新しい学説は，古典古

代からの連続を否定するという方向においてで

はなく，むしろ，ローマ帝国末期までに達成さ

れた農業生産力の基盤，ことに耕地が，新しい

定住地で新しい所領形態を作り出しつつあった

ゲルマン人支配者に受容されていく，という事

実を含めて理解されるべきであろう。その意味

でわれわれは， G. シュレーダー・レンプケか

らの次のような引用でこの節を終えることがで

きる。「ローマ人とフランク族との支配の間に

断絶を措定する場合でも，連続が疑問視されう

るのは，政治的及び経済的諸関係のみであり，

また定住についてである。耕地とそれを耕作す

る人間とは圧倒的に同じものだったことは疑い

ない30)。」

1) Verhulst, La genese du regime dornanial, 

pp.135-7. 

2) Ibid., pp. 141-9. 

3) F. Petri, Die Anfange des rnittelalterlichen 

Stadtewesens in Niederlanden und dern an-

grenzenden Frankreich, Studien zu den Anfi如

gen des europaischen Stiidtewesens, Vortrage und 

Forschungen, IV, Lindau-Konstanz, 1958, pp. 

227-95; H. Roth, Handel und Gewerbe vorn 

6. bis 8. Jahrhundert ostlich Rheins. Eine 

Orientierungsstudie, V ierteljahrschrift fur So— 

zial-und Wirtschaftsgeschichte, 1971, pp. 323-58. 

4)この論争の内容は，拙稿「西欧における封建的従

属農民層の起源によせて一ードイツ学界の東と西
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ー」本誌41巻 3号， 1976,1-23頁で考察した。

5) Verhulst, art. cit., p.144. 

6) P. Brunet, Structure agraire et economie rurale 

des plateaux tertz'aires entre la Seine et !'Oise, 

Caen, 1960, pp. 434-43. 

7) M. Roblin, Le terroir de Paris aux epoques 

gallo—romaine etf ranque. Peup!ement et d釘friche—

ment dans la civitas des parisiz'(Seine, Seine― 

et-Oise), 2°ed., Paris, 1971, pp.196-334. この

点に注目したシュレーダー・レンフ゜ケは，パリ地方

の定住形態を 3憔紀から10世紀にかけて連続的に把

えようとする R.ディオンを引き合いに出しなが

ら，「ロブランはそのきわめて批判的な態度にも拘

らず，パリ盆地の初期史に関する個別研究では，同

じように考えている」と述べている。 G.Schroder-

Lembke, Zur Flurform der Karolingerzeit, 

Zeitschrift fur Agrargeshichte und Agrarsozio— 
logie, 1961, p. 148. なお， R.Dion, La part de la 

geographie et celle de l'histoire dans l'explica― 

tion de l'habitat rural du Bassin parisien, 

Publications de la Societe de geograPhie de Lille, 

1946, pp.18-26を参照。

8) R. Kaiser, Untersuchungen zur Geschichte der 

Civitas und Diozese Soissons in romischer und 

merowingischer Zeit, Bonn, 1973. 

g) Ibid., pp. 177-225. 

10) 「定住地の集中と，その結果として個々に生じて

くる定住地の移動はもちろんあったとしても，ガロ

・ローマ期からメロヴィング期にかけてのソワ＇ッソ

ン地方の定住史は，全体としてきわめて顕著な発

展の連続性によって特徴づけられている。」 Ibid.,

p. 293. 

11) L. Genicot, Donations de villae ou defriche-

ments. Les origines du temporel de l'abbaye 

de Lob bes, Miscellanea historica A. De Meyer, 

1946, pp. 286-96. 

12) L. Genicot, L 'economze rurale namurozse au 

bas moyen age, I , La sezgneurze fonciere, 

Louvain, 1943, pp. 20-6. 

13)拙稿「中世初期における領主制の諸形態ーーベル

ギー諸地方の場合ー一」 (3),本誌， 35巻 1.2号，

1969, 21-31頁。

14) E. de Moreau, Histoire de l'eglise en Belgique, 

I , La formation de la Belgique chretienne des 

origines au milieu du Xe siecle, 2e e.d., Bruxelles, 

第 42 巻第 1~6 号

1945, pp.157-67, 181-9. 

15) G. Faider-Feytmans, La Belgique a l'epoque 

merovingienne, Bruxelles, 1964. 

16) Verhulst, art. cit., pp.143-4. 

17) Faider-Feytmans, op. cit., p. 60. 

18) Ibid., pp. 55-65. フェデ・フェイトマンスは，

自ら発掘を手がけた Fontaine-Valmontを具体的

な例としてあげている。それはローマ期には1000ヘ

クタールを越える所領であったが， 743年宮宰カル

ロマンによってロッブ修道院に寄進されたときに

は，すでに 1世紀以上も耕作され続けており，修道

院の手で開墾される必要はなかった。そして，中世

における定住地は，ローマ期の経営中心であった肥

沃な高台から，水源のある低地へ下っているのであ

る。

19) Ibid., p. 60. 

20) M. Rouche, La dotation fonciere de l'abbaye 

de Corbie (567-661) d'apres l'acte de fon-

dation, Revue du Nord, 1973, pp. 219-26; J. 

Coudoux, Geographie agraire de la dotation 

fonciere de l'abbaye de Corbie, Ibid., pp. 227-

30. 

21) Rouche, art. cit. の他に， J.F. Lemarignier, 

Les domaines des abbayes de Sithiu (Saint-

Bertin) et de Corbie dans la seconde moitie du 

VIIe siecle, Revue du Nord, 1946, pp. 305-7; 

Id., La France medievale. Institutions et societe, 

Paris, 1970, pp. 56-60. 

22)拙稿「領主制の諸形態」 (2),本誌， 34巻 6号，

1969, 53-60頁。

23) R. Fossier, La terre et !es hommes en Pz"cardie 

jusqu'a la fin du XIIr siecle, I, Paris-Louvain, 

1968, pp.198-9. 

24) D. Fliedner, Zur Problematik der romischen 

und fruhalemannischen Flurformen im'. Bereich 

der sudwestdeutschen Gewannsiedlungen, 

Zeitschri ft fur Agrargeschichte und Agrarso-

ziologie, 1970, pp. 16-35. 

25) Roth, art. cit., pp. 357-8. 

26) F.Staab, Untersuchungen zur Gesellschaft am 

Mittelrhein in der Karolingerzeit, Wiesbaden, 

1975. 

27) Ibid., pp. 112-8. 

28)この点は，結論の部分で次のようにまとめられて

いる。「ライン中流地域の農業に利用できる土地の
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大部分は，すでにメロヴィング期には再び耕作され

るようになった。新しい村落は，旧来のローマ所領

の跡をそれほど顧慮することなく成立した。それま

でローマ的だったライン中流地域に 5世紀を通じて

入り込んだフランク族以前の諸部族が，新しい繁栄

に参加する度合は限られていた。ただアラマン族だ

けがかなり多数で，ことにライン右岸の境界地域で

従来からのガロ・ローマ定住地の側に定着し，そこ

から耕地と新しい居住地をも占取していった。」

Ibid., p. 446. 

29) Ibz'd., pp. 32-87. 

30) Schroder-Lembke, art. cit., pp. 148-9. なお，

東ドイツ学界にも見られる同様な考え方の例として

R. Gunther, Zur Entstehung des Feudalismus 

bei den Franken. Die romisch-germanische 

Auseinandersetzung im 4. und 5. Jahrhundert, 

Zeitschrz'ft fur Geschichtswz'ssenschaft, 1972, 

pp.440-1をあげておく。

2 . 奴隷制の解体と封建的農民層の成立

メロヴィング期特有の小所領の解消から「古

典荘園制」の形成を考えるフルヒュルストの学

説は，一方では，奴隷的非自由人が保有地を獲

得しながら自立的農民に上昇して賦役労働を負

担するようになる事実を重視し，他方では，小

所領の内部で比較的ゆるい従属関係のもとにあ

った農民や，その外部にとどまっていた独立農

民が，領主による支配の拡大と所領形態の再編

成に取り込まれて，賦役労働の給付を軸とする

本格的な従属関係に陥るという過程をも，視野

のうちに収めていた＼従ってそれは，奴隷制

と独立農民層との解体から封建的農民層の成

立を考えるという内容を持っており，労働力の

社会的存在形態という深部から中世初期領主制

の展開過程を事実上把握している，と言えるで

あろう。

ところで，第二次大戦後のヨーロッパ学界で

は，奴隷制の衰退に関する研究が，フルヒュル

ストの新しい学説を支える方向で深められてき

たように思われる。そもそも，中世初期に土地

を持たない非自由人が多数存在して，経済的に

大きな役割を演じていたことは，ますます注目

されており，少なくともフランス学界では，こ

うした層を端的に奴隷と規定する傾向が強くな

っている。かつてブロックが，領主直接経営が

使用する労働の源泉を，奴隷労働，雇傭労働及び

賦役労働の 3形態にわけて吟味した仕方 2)を受

けつぎながら，主として領主直領地における奴

隷的非自由人の存在が強調されてきた 3)のであ

るが，最近では，ピカルディー農村の研究で奴隷

制の存続を検出した後に，西欧中世社会史の概

説でその所見を一般化しているフォシェ 4)の例

のように，地域の枠を設定して行なわれる個別

研究においては非自由人の下層が注目され叫

また中世初期における社会階層が概観される

場合には必らず奴隷に 1項目が宛てられてお

り6)' 時には，「カロリング社会は古代社会の延

長として奴隷制の上に立っている。それは，奴

隷の上に立つ最後のヨーロッパ社会でさえあ

る。この奴隷制はやや変質しており，ことにそ

の後を継ぐことになる農奴制の方向に変質しつ

つはあったが，カロリング期の史料に登場す

るのは正真正銘の奴隷であった」 (J . ドーン

ト）”とする見解まで見られるのである。

しかしながら，われわれにとってことに重要

なのは，このようにして奴隷制の役割が確認さ

れるにとどまらず，中世初期においては総じて

それが解体過程を歩みつつあったことも，繰り

返し指摘されていることである。この点は，西欧

中世における奴隷制の比重を大きく見る傾向の

あるわが国学界においては s), 特に強調する必

要があるから，煩をいとわずに次のような引用

をしておこう。「〔mancipiaと呼ばれる奴隷の〕

数は，中世初期を通じて間断なく減少しつつあ
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った。この語は『御料地令』のうちには登場し

ないが，それは，王領地のすべての耕作者が自

由人だったからではない。そこには多数の非自

由人も存在していたが，彼らの生活様式は変っ

てしまっていたのである。これらの非自由人は

土地保有農民となった。マンスが与えられ，彼

らはマンスを自己の生存のために耕作すること

になった。」 (R.ラトゥーシュ）叫「フランス

においてはすでに 8世紀に， ドイツではやや遅

れて明白に現れてくる奴隷制から農奴制への移

行は，それと気付かれることなく，かつ大きな

社会的変動なしに行なわれた。それは，ローマ

帝国末期以来の非自由身分の進化における一つ

の段階であった。」 (R.ブートリュシュ）10)。「 9

世紀の末にはますます，〔奴隷と農奴という〕

二つの階層の根本的な差が消えていくことにな

る。しばらくの間はなお，サン・ベルタン修道院

領におけるように， mancipiaとserviが区別

されるであろうし，奴隷が物としての状態を抜

け出すことが，例外としてだけ許可されるよう

なこともあるだろう。しかし，ノルマン人によ

る奴隷商業が衰退し， 10世紀初頭にスラヴ国家

が生まれた後には，北部及び中部ヨーロッパで

は，奴隷の最後の子孫たちは農奴と混合するの

である。」（フォシエ） 11)。「明らかに，家内奴隷

制はなお 9世紀にも，所領明細帳が描いている

あらゆる農村で活発であり，大小の経営におい

て根本的な役割を演じていた。しかしながらこ

の役割は，はっきりと衰退しつつあった。すで

に早くから見られた状況によって奴隷制は死を

宣告されており， 9世紀の制度は実際にはこの

奴隷制に基づく制度にとって代るものだったの

である。」（デュビィ） 12)。 「〔カロリング社会に

は〕『小屋住み』の，すなわち，所領に属するマ

ンスに定住させられた奴隷もいた。彼らも大土

第 42 巻第 1~6 号

地所有者の領主直領地で長々と労働しなければ

ならないが，しかし，マンスを持つということ

が，経済的な，従って社会的な上昇の可能性を

彼らに対して作り出すことは，明らかである。

……〔商業や手工業に従事する奴隷もあって〕，

きわめて多様な経済状況のもとにある奴隷がい

たようである。」（ドーント）13)。このように中世

初期の奴隷制に対する評価は研究者によってか

なり異なるとしても，概説のうちでこれに言及

する場合には，その解体という局面も必らず考

慮されているのである。

さらに重要な点は，以上の引用からも見て取

れるように，奴隷制の衰退に関して，戦争や商

業による奴隷獲得の困難という外的要因がもち

ろん無視されているわけではないが14), それと

並んで，奴隷の土地との結合による自立的農民

への上昇が西欧社会の内的要因として強調さ

れ，しかもこうした進化が，中世初期領主制に

おける賦役労働のあり方としばしば密接に関連

させられていることであろう。その嘴矢となっ

たのは，カロリング期バイエルンの諸所領で奴

隷的非自由人が大量に使役されていることを明

らかにした，第二次大戦直後のP. ドランジェ

の研究である。すなわちそこでは，非自由人の

保有地との結合が強まる度合に応じて，剰余労

働収取の方式も，全労働が領主の生産手段で実

現されるというきわめて奴隷的な「日賦役」

corvee quotidienneから，領主のための労働が

週に 3日程度に定量化され，従って残りの週日

を自己の保有地の耕作に確保できる「週賦役」

corvee hebdomadaireに変っていく 15)として，

「古典荘園制」の根幹にある賦役労働の典型的な

形態を，奴隷制の解体の側から理解しようとす

る試みがされていた16)。こうした考え方を一般

化したのが，ペランによるフランスとドイツの
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領主制に関する概観である。ペランは，奴隷制の

衰退に伴って「限定された領主直領地の周囲に

多数の農民保有地が集合しているような所領」

が生じてくるとした上で，奴隷的非自由人が土

地保有農民に上昇する際に経過的に生じてくる

<(prebendarii}>と呼ばれる階層一ー自己の生

活を領主からの『給養』 <(prebenda}>に依存

するところから，このように呼ばれている一一

に注目して，次のように述べている。「preben-

dariiは〔当初は領主のための『日賦役』に服

していたとはいえ〕奴隷とは明白に区別され

る。事実， prebendariiは自己の家と庭畑とを

持ち，時には 1筆の耕地を妻や子供とともに耕

作しているのであって，そのことから一定の経

済的自立を保証されている。ある場合には，『日

賦役』という当初の制度が緩和され，最も恵ま

れた prebendarii は，週に 1日ないし 2日の

割合で頷主のための労働を免除され，これらの

自由な日数を自己の保有地を耕作するために用

いることができるようになる 17)。」このように，

奴隷から封建的な自立農民への過渡形態に，す

でに「週賦役」ときわめて近い剰余労働収取方

式が見られることを指摘したペランは，他方で

は，奴隷的非自由人が獲得する保有地として成

立する『非自由人マンス』<(mansusservilis }> 

の特徴的負担こそが， 「週賦役」であったとし

ている 18)のであって，事実上，賦役労働のこの

形態を奴隷制解体の所産とも考えているので

ある。 ところでペランの場合，領主の恣意に

服する度合の大きい『非自由人マンス』の「週

賦役」19) を，『自由人マンス』 <(mansusinge-

nuilis}>ー一これは， そもそも自由人が領主的

支配に取り込まれてくるところに成立する一一

から給付されるより定量的な賦役労働と対比し

て，両者の相違を強調することも多いとはいえ，

中世初期を通じて異なった種類のマンスによる

負担形態が接近してくる傾向があり，場合によ

ってはマンス種別の消滅に至るとも論じてい

る20)。このように，所領内部で農民の身分や保

有地の種別が接近してくる傾向があったこと

は，きわめてしばしば指摘されるが21八代表的

な例としてラトゥーシュを引用するなら，「週

賦役」が保有地を確保した奴隷的非自由人に特

有な負担であったとしながらも，「しかしなが

ら，二つの身分の間に存在していた差異は次第

に減少した。なぜなら，非自由人も自由人も同

じ所領に定住し，類似した義務を果しているの

であるから，これらが接近し，融合さえするこ

とは不可避だったのである 22)」と述べている。

だとすれば，「週賦役」という発達した賦役労

働の形態は，奴隷的非自由人に起源を持つ農民

のもとで歴史的にはまず生じたのだとしても，

「古典荘園制」に組織された封建的農民層全体

に関ってくることになるはずである。最近この

点を論じたのがデュビィなのであって，「奴隷

制から農奴制へ……という変化が，領主曹領

地と農民保有地の併存と，後者の前者の耕作へ

の参加に基づいた新しい型の所領構造を， 6世

紀以降普及させていった」という認識を前提と

して，独立農民層をも引き入れながら被支配者

を比較的均質な層に同化していく一般的な傾向

を，「奴隷制がまとうに至った新しい諸形態を

モデルとする状態への，農民層全体の移動23)」

と，巧みに表現しているのである。

かつてデレアージュは，ブルゴーニュにおけ

る土地所有・経営形態の多様性を吟味しなが

ら，中世初期にはこうした多様性を貫ぬいて，

「領主制」 seigneurieと「農民経営」 exploi-

tation paysanne との対立関係こそが，社会

構造にとって本質的となってきていると主張し
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た叫その後ラトゥーシュは，中世初期西欧経

済の最大の所産は，領主制の支配に服しながら

も，農村において「家族的小経営」petiteexploi-

tation farnilialeが確立された点にあることを

力説していた叫フランスにおけるその後の動

向は，こうした考え方を受け継ぎながら，西欧

における封建的農民層が歴史的には奴隷的非自

由人の上昇と独立農民の没落という二重の起源

を持つことを踏まえた上で，なおかつ，労働力

の社会的存在形態における基本的変化を奴隷か

ら自立的農民への進化に求め，そこから賦役労

働という剰余労働収取方式をも解明しようとし

ているのである。

ところで，ドイツ学界では「奴隷制」Sklave-

reiという術語が用いられることは少ない26)

が，それでも中世初期における奴隷的非自由人

の大量の存在を認めつつ，同時にそれらが自立

的農民へ上昇していくことを強調するという点

では，フランス学界と並行した考え方が明白に

認められる。たとえば，国制史の分野ではいわ

ゆる「下層」 Unterschichtenの問題に最大

の関心を示している K.ボーズ）レが，「人身的非

自由 Leibeigenschaf tこそすべての社会的上

昇運動の貯水池であるm」という軽妙な表現を

用いながら，中世初期における支配関係は，大

きく見て，「人間に対する領主的所有」 Herren-

eigenturn an Menschenから「土地に対する

頷主的所有」 Herreneigenturnan Grund und 

Bodenへと推転しており， しかもその経済的

基礎として，奴隷的非自由人が家と土地を賦与

されて農民に上昇していく過程が存在してい

た，という構想を示しているのがそれである 28)0 

また経済史の分野では， ドイツ中世の農民層

が， 「自由人の土地保有者化過程」 Vergrund-

holdungsprozeB der Freien と並んで， 「非

第 42 巻第 1~6 号

自由人の農民化過程」 Verbauer lichungspro-

zeB der Unfreien からも形成されたとする

F. リュトゲ29)の名をあげることもできる。さ

らに最近の個別研究としては，「狭義の manci-

pia」Manzipienim engeren Sinneと「servi,

すなわち自立的に経営する mancipia」 selb-

standig wirtschaftende Manzipienに 1節ず

つを宛て，次のような所説を展開するシュター

プの場合30) を引くことができるであろう。す

なわちシュタープによれば，カロリング期にお

ける非自由人の内部で法的に厳密な区分がされ

ることはないが，史料の用語法においては，

<mancipia}>が主として家も土地も持たない

奴隷的非自由人を指すのに対して， <servus}>

はむしろ独自の家計と自立的経営を持つ層を指

す，という区別がある 31)0フ゜リュム修道院の所領

明細帳で <haistaldi}>,<femine}>などとも

呼ばれている前者は，領主のために全時間をあ

げて労働し，これに強く隷属しながらも個別的

な信頻関係による保護を享受している。そし

て，教会の影響もあって，この層に対しても結

婚が認められるようになって家族が構成され，

かつ史料には<peculiare}>という語で示され

る財産が保持されるようになると，やがてはマ

ンスを保有して完全に自立した農業経営を行な

う途が開かれ，それはことに王領地と教会領で

実現されてくる。シュタープはさらに，このよ

うにマンスを保有するようになった非自由人の

特徴的な負担が「週賦役」であったことをも，

繰り返し指摘するのである 32)。

このような西ドイツにおける代表的な業績に

加えて，従来は封建的農民層の起源を自由農

民の没落からのみ説明する傾向の強かった東ド

イツ学界においても， 196渭年代の論争を通じ

て，中世初期の奴隷制的ウクラードの比重がよ
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り大きく評価されるようになるとともに，奴隷

的非自由人の上昇も封建制形成の本質的な契機

として認められてきている 33)ことを考慮するな

らば，奴隷制の解体と封建的農民層の成立とい

う問題に関しては， ドイツとフランスの学界で

はかなり接近した考え方が一般化しているとし

て，誤りないであろう。「古典荘園制」の形成

についてのフルヒュルストの所説は，まさにこ

うした研究動向に支えられ，かつそれをさらに

豊富にするものだったのである。

1) Verhulst, La genese du regime domanial, 

pp.146-7. 

2) M. Bloch, Lqs caractlres originaux de l'histoire 

rurale fran;aise, Nouv. ed., Paris, 1952, pp. 

69-72. 

3)典型的な例として， 個別研究としては P.Dal-

linger, L'evolution des classes rurales en Bav社re

de如isla fin de l'epoque carolingienne jusqu'au 

mil£eu du XI Ile siecle, Paris, 1949, pp. 264-80 

を，概説としては Duby, L 'economze rurale et 

la vie des campagnes, pp.100-7, 121-2をあげ

ておく。

4) Fossier, La terre et les hommes en Picardie, 

pp. 208-9 ; Id., Histoire soriale de !'Occident 

”銘diival,Paris, 1970, pp. 64-7. 

5)いずれも中世初期を主たる対象とする研究ではな

いが， A.Chedeville, Chartres et ses campagnes 

(XIe-XIIr s.), Paris, 1973, pp. 356-62 ; G. 

Devailly, Le Berry du xe siecle au milieu du 

XI Ile. Etude politique, religieuse, sociale et 

economique, Paris, 1973, pp. 199-200. 

6) R. Boutruche, Seigneurie et f iodalite, I, Le 

Premier age des lz'ens d'homme a homme, Paris, 

1959, pp.130-5; Doehaerd, op. cit., pp.184-8; 

Duby, Guerriers et paysans, pp. 24-5. 

7) J.Dhondt, Le haut moyen age (VIIr-XIe 

siccles), Ed. fr. par M. Rouche, Paris-Bruxelles-

Montreal, 1976, p. 24. 残念ながら，フルヒュルス

ト説を念頭に置く場合重要な論点となってくるはず

の，奴隷的非自由人の使役をめぐっての大所領と小

所領の相違という問題は，以上に引用した研究者の

関心の外にあるようである。ただ，サン・ベルタン

修道院の所領明細帳の分析において，修道院領内部

の小領主が抱えていた奴隷的非自由人は，大領主た

る修道院からその管理を委ねられていたものだと

考えるガンスホーフの場合 (F.L. Ganshof, Le 

tolyfttyque de l'abbaye de Saint-Bertin 844ー 859.

Edition critz"que et commentaire, Paris, 1975, 

1;assim)には，奴蒻制をむしろ大所領と結びつけ

る考え方が強いという印象を受ける。この点につい

ては，下野義朗「いわゆる古典荘園の構造をめぐる

基礎的諸問題—橡川一朗氏の奴隷制構造説の検討

を中心に一ー」『歴史学研究』 426号， 1975,41-2 

頁を参照。

8)その極端な例は，橡川一朗『西欧封建社会の比較

史的研究』青木書店， 1972に見ることができる。

9) R. Latouche, Les origines de l'economie occi-

dentale (!Ve-XI玲伐cle),Paris, 1956, p. 211. 

10) Boutruche, op. cit., p. 141. 

11) Fossier, Histoire sociale, p. 66. 

12) Duby, Guerriers et paysans, p. 101. 

13) Dhondt, op. cit., p. 25. 

14)中世初期の奴隷商業に関する最もまとまった業績

は， Ch.Verlinden, L'esclavage dans !'Europe 

叫 dievale,I, Peninsule iberique-France, Bruges, 

1958 であるが，そこでは奴隷商業が，ユダヤ商人

によるイベリア半島の回教徒に向けてのスラヴ人奴

隷の中継貿易として把えられ，それが西欧に奴隷を

供給する度合の少なかったことが強調されている。

15) Dollinger, op. cit., pp. 152-5. 

16) 「週賦役」を最も発達した形態とする賦役労働と

奴隷制との関連については，拙稿「Polyptyquesに

あらわれた『週賦役』に関する考察ー~労働地代段階

における農民層の存在形態との関連において一ー」

『土地制度史学』 2号， 1959, 43-8頁を参照。

17) C. E. Perrin, La seigneurie rurale en France 

et en Allemagne du d伽butdu !Xe a la fin du 

XIIe siecle, I, Paris, 1953 (Les cours de Sor-

bonne), p. 59. なお<prebendarii~については，

F. L. Ganshof, Manorial organisation in the 

Low Countries, p. 59; Doehaerd, op. cit., pp. 184 

-5 などを見よ。

18) Perrin, op. cit., pp. 84-6. 

19)ペランが用いている次のような表現に注意せよ。
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「非自由人マンスは，週の数日間，一般に 3日間は，

全く領主の意のままになるという義務に服してい

た。」 Ibid., p. 85. 「週賦役」と領主の恣意の関連

については， 拙稿「『週賦役』に関する考察」 41-

3頁。

20) Ibid., pp. 92-102. そうした例を示す史料とペラ

ンが考えるのが， 9世紀末プリュム修道院の所領明

細帳である。 これを素材としたペランの議論は，

C. E. Perrin, Une etape de la seigneurie. L'ex-

ploitation de la reserve a Priim au rxesiecle, 

Annates d'histoire economique et sociale, 1934, 

pp. 450-66に示されている。

21) Boutruche, op. cit., pp. 139-45 ; Fossier, 

Histoire sociale, pp. 56-67; Duby, Guerriers et 

加ysans,pp. 103-7. 

22) Latouche, op. cz"t., pp. 211-2. 

23) Duby, Guerriers et paysans, pp. 50-1, 128. 

24) A. D碑 age,La vie economique et sociale de la 

Bourgogne dans le haut moyen age, I, Macon, 

1941, pp. 192-251. 

25) Latouche, op. cit., pp. 354-7. 

26) 1例を引けば K.Bosl, Staat, Gesellschaft, 

Wirtschaft im deutschen Mittelalter, Gebhardt 

Handbuch der deutschen Geschichte, 9. Auf., 

(Taschenbuchausgabe), Miinchen, 1973でも

"Sklave"の語は古代について用いられており，中

世初期の奴隷的非自由人は， <mancipium;>, 

"Leibeigene"などと表現されている。

27) K. Bosl, Leibeigenschaft, in H. Rossler, G. 

Franz (ed.), Sachwurterbuch zur deutschen Geschi-

chte, Miinchen, 1958, pp. 621-5 ; Id., Die 

Gesellschaft in der Geschichte des Mittelalters, 

3. Auf., Gottingen, 1975, p. 47. 

28) K. Bosl, Grundherrschaft, Sachworterbuch, 

pp. 373-6; Id., Freiheit und Unfreiheit. Zur 

Entwicklung der Unterschichten in Deutschland 

und Frankreich wahrend des Mittelalters, 

Vierteljahrschrift fur Sozial-und Wirtschafts-

geschichte, 1957 in K. Bosl, ]fru町'ormender 

Gesellschaft im mittelalterlichen Euro拉， Mi.in-

ch~n-Wien, 1964, pp. 195-200 ; Id., Staat, 

Gesellschaft, Wirtschaft, pp.108-14. 

29) F. Liitge, Deutsche Sozial-und Wirtschafts— 
geschz"chte, Berlin-Gottingen-Heidelberg, 1952, 

第 42 巻第 1~6 号

pp. 56-8 ; Id., Geschichte der deutschen Agrar-

ver f assung vom f: 戌 henMittelalter bis zum 19. 

Jahrhundert, Stuttgart, 1963, pp. 29-35. 

30) Staab, op. cit., pp. 331-51. 

31) もちろん，中世史料における <mancipium► の

語義は多様であり，しばしば従属民一般を指すのに

も用いられた。しかし <servus► と比べれば，人

間を物の側面において捉えるニュアンスが強かった

ようである。 H.Dubled, Mancipium au moyen 

age, Revue du moyen age latin, 1949, pp. 51-6. 

またドヴァイイは， 11世紀のベリィ地方では，非自

由人の地位の向上に伴って， <mancipium►の語

が <servus► の語に取って代られたことを指摘し

ている。 Devailly,op. cit, pp. 199-200. 

32) Staab, op. cit. , pp. 46-64. 

33)拙稿「封建的従属農民層の起源」を参照。

3 . 王領地の役割をめぐって

フルヒュルストによれば，パリ地方を代表と

する北フランスー帯が「古典荘園制」生成の最

初の舞台となった条件の一つは，メロヴィング

期における王領地の濃密な存在であり， しか

も，いったん形成された「古典荘園制」が他の

諸地域に展開していく際にも，王権と教会が積

極的な役割を演じたというり。このように王領

地を重視する考え方は，第二次大戦後，特にド

イツ学界を中心としてはっきりと見られる研究

動向なのである。

そもそも， 「国王自由人学説」の強力な主張

に見られるように，中世初期の国制史において

王権の果した役割を重視することは， ドイツ学

界ではきわめて顕著な傾向であるが叫その中

で，ことにカロリング王権が社会経済の分野で

も様々な政策を打ち出し，場合によってはかな

りの程度に目標を実現していることが明らか

にされてきた。そうした例としてしばしばあげ

られるのは，小額鋳貨の流通を規則化した銀

本位制による貨幣制度の確立 3)と， l有力者』

<potentes>による『貧民』<pauperes>抑圧
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の阻止 4)とであるが，前者には度量衡の改革 5)

が，後者には農産物の価格規制 6)が密接に結び

ついていることからも察せられるように， ヵ

ロリング王権による社会・経済政策はきわめて

広汎な範囲に及んでいた， とされているのであ

る。 ところでフルヒュルストは，「カロリング

期の農業政策。『御料地令』と 792-3年及び

805-6年の飢饉」 (1965年）と題する珠至のご

とき小論文 7)において， カール大帝治下で 2度

にわたって生じた全般的飢饉が，次のようなニ

つの政策のきっかけとなったことを指摘してい

る。第 1は，王頷地と教会組織を動員して慈善

的に穀物を提供するとともに，農産物価格を統

制して食料品の供給を確保しようとする，短期

的な緊急対策であるが，第 2は，王領地管理を

改善して，王権の直轄する所額からの収入を増

加しようとする長期政策で， 『御料地令』はま

さにそのために出されたというのである。こう

して，カロリング王権の社会・経済政策の直接

の物質的基盤をなすものこそ王領地だったので

あり，われわれもこれに関する諸研究に注目し

てみよう。

周知のように， 19世紀の古典学説にあっては

王領地の役割がきわめて大きく評価され，大所

領型「古典荘園制」を発達させ，これを教会領

を通じて世俗領にまで普及させた基地とみなさ

れていたのに対し，ことに A.ドープシュによ

る徹底的な批判の後には，王領地の意義はかな

り小さく考えられるようになっていた。そし

て，第二次大戦後の諸研究は，古典学説への単

なる回帰を意図するのではもちろんないとして

も，中世初期の国制史で王領地が担ってきた意

味を再評価してきているのであるが八この間

の事情を印象的に示すのが，王頷地研究の有力

な史料と目される， 『御料地令』 <Capitulare

de villis)>と『明細帳範例』 <Brevium ex-

empla)>9)とについての，評価の変遷であろう。

『御料地令』について古典学説は，合理的な所

領管理をフランク王国全体に一般化させるため

にカール大帝によって発布された革新的な勅令

であった，と考えていたのに対して， ドープシ

ュは，その適用範囲を｝レイ敬虔王治下のアキタ

ニアにおける王領地のごく一部に限定し，か

っ，所領役人による横領など，王領地管理に見

られた欠陥の是正を目標とするこの指令集は，

所領形態に関るような変革的な内容を持たなか

った，とした叫そして最近の研究においては，

この勅令は再びカール大帝に帰されると同時

に，封として出されている以外のフランク王領

地全体を対象とするものとされ11)' さらに，王

権への物資と人手の供給を確保することがその

最小限の目標とされながらも 12), 研究者によ

っては，なお様々な政策的配慮も含まれていた

ことが主張されるのである 13)。また『明細帳範

例』についても，古典学説においては，カール大

帝の文書局で王額地と教会領の明細帳作成の手

本として編集された公的文書であるとされてい

たものが， ドープシュによって， 817年の修道

院制度改革を契機にライヘナウ修道院で行なわ

れた私的な編集の所産であるとされ14), その評

価が低められていたのに対して，最近では再び

カロリング王権の中央機関によって作成され，

フランク王国で広く用いられていた書式集であ

ると考えられるようになっている 15)0 

さて，フランク王国における王領地の役割が

このように再評価されてくるとともに，その実

証的な研究もドイツ学界できわめて精力的に行

なわれるようになった。そして，一方では，マ

ックス・プランク歴史学研究所 (Max-Planck 

Institut fur Geschichte)を中心に進められ
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た宮廷や王領地の個別研究の成果が続々と公刊

され叫他方では，フランク王国全体を視野に

収めつつ行なわれる王権の勢力拠点の配置17)や

国王の移動巡路18)の検討が進むにつれて，こと

にカロリング期の王領地についての知見は格段

と豊富になったように思われる。特に，ローマ

期から受け継いだ道路組織などによって，宮廷

と王領地の間に緊密な連絡が確保されていたこ

と19)が明らかにされるとともに， フランク王権

による西欧の経過的統一において，王領地が重

要な物的基盤をなしていたことが，ますます確

信されることになった。ところで，王領地のう

ちには，国王の家臣に封として出される部分

ゃ，高級役職に宛行れる部分があり 20), また

「国王自由人学説」が明らかにしたように，主

として軍役を負担させるべく国王直属の領民に

保有させていた土地もあったはずである21)。ゎ

れわれの主たる関心は，王権への物的補給を主

たる目標としているような王額地が，領主制と

してはどのように組織されていたかという問題

であるが，この点についてドイツの研究者はそ

れほどの興味を示していないのである。 しか

し， ドイツ以外の学界から注目された場合や，

史料に恵まれた場所については，若干の研究成

果は蓄積されており，現在では，王領地におけ

る所領規模について一般的な見通しが与えられ

るとともに，所領構造もある程度までは明らか

にされていると言えるであろう。

まず，王頷地の最終的な管理単位たる所領の

規模については，これをきわめて小さく評価し

ようとするドープシュの見解をめぐって，第二

次大戦前から激しい論争があった。けれども，

関連文書の研究が進むことで『明細帳範例』第

3部に記載されている Annapes周辺の諸所頷

が，いずれも1co:ヘクタール以上の面積を持っ

第 42巻第 1,_, 6号

ていることが P.グリアースンによって証明さ

れた22)のを始めとして，最近では，王領地の多

くは一円的な大所領をなしていたことが明らか

にされてきている 23)。そして，そうした研究動

向を背景として w.メッツは，王権から多くの

地方で教会に行なわれた所領寄進に関する文書

史料からの所見を，所領明細帳によって検証す

るという仕方によって，王領地の所領規模一般

を，やはりかなり大きく評価することになった

のである 24)。もちろん，王領地のあり方は大き

な地方差を示していたはずであり，かつ，しば

しば広大な森林がそこに含まれていた25)から，

必ずしも各所領が1000ヘクタールにも及ぶ耕地

を含んでいたと言うのではないが，少なくと

も，王領地を中世初期における大所領を代表す

るものと考えることは，十分に可能であろう。

ついで所領構造については，『御料地令』と

『明細帳範例』が所領管理の全体にわたる言及

を含んでいない26)ために，結局は一部の地域で

作成された所領明細帳に依拠する他はなく，現

在のところでは， M.ゴッケルによるライン中

流地域の研究をあげうるに過ぎない。しかしと

もかくゴッケルは，いわゆる「ロルシュの王領

地明細帳」 LorscherReichsurbar21)を利用し

て，この地域における王領地に，頷主直領地と農

民保有地から成り，かつ，後者の半分以上を占め

る『非自由人マンス』からは「週賦役」が給付

されているという， 「古典荘園制」的構造を明

らかにすることができた28)。また， K. ハイネ

マイヤーのカッセル地方についての研究を見る

と，王領地における所領形態をそれほど詳しく

分析しているのではないが， これを "Villika-

tion" という術語を用いて概括するのであっ

て29), ゴッケルに近い判断を下していると思わ

れる。さらに，フランク王国の王領地全体を問
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題とするメッツは，王領地として所領明細帳に

記載された例だけでなく，教会に寄進された後

に所領明細帳に登録された旧王領地の場合も考

慮しながら，通例の所領形態が「古典荘園制」

であったと考え叫より多くの史料によって解

明されている教会頷と対比しつつ，「領主直領

地と種々の法的地位にある保有地から成るとい

う組織において，王領地は教会に属する大規模

な所領と原則的に対応している。また，現物・

貨幣負担と，ことに畑の耕作と収穫の際に行な

われる手賦役と連音による賦役との領民への賦

課は，司教座や修道院による所領明細帳に見ら

れる諸関係と対応しているm」と述べている。

ところで，このような構造を示す王領地は，

教会領ときわめて密接な関係を持っていた。そ

もそも世俗権力と教会権力との厳密な区別がな

い中世初期の西欧社会で，フランク王権が司教

座教会や修道院に手厚い保護を与えながら，こ

れらを自己の勢力拠点としたのは当然であっ

た32)。この点を印象的に示すのは， c. ブリュ

ルによって明らかにされたフランク国王の滞在

地と教会領の関係であり，それは，豊富な王領

地が国王一行への補給の主たる源泉であった 9

歯紀前半までにも，多くの司教座都市や修道院

に宮廷が設けられており，王領地が減少してき

た9世紀中葉以降の西フランクでは，教会施設

が組織的に国王の滞在地とされて教会領からの

補給が圧倒的に増加する，というのである 33)。

ことに研究が進められているのは，史料の豊富

な修道院に関してであり，最近の業績としては，

7世紀におけるコルビー修道院やサン・ベルタ

ン修道院の創建や所領形成が，布教と農村開発

によってセーヌ河からミューズ河にかけての地

帯に勢力を確立しようとする，フランク王権の

政策的配慮によることを明らかにした）レマリニ

ェの場合34)や，国王に属するアルデンヌ地方の

森林の真中に創建されて開発の拠点となって

いく，スタヴロ・マルメディ修道院の役割を詳

細に検討している H.ミュラー・ケーレンの研

究35)などがあげられるであろう。そして，われ

われにとって特に興味深いのは， 9世紀に「古

典荘園制」を示している修道院領の多くが，様

々の形で王権の大きな影響を受けながら成立し

たという事実である。その場合，フルヒュルス

トがシント・バーフ修道院領について明らかに

したように叫「古典荘園制」を構成している

個々の所領について，それが王領地からの寄進

によって成立したことを確証することは，けっ

して容易ではなく，しばしば引き合いに出され

るヴェルデン修道院領 Friemersheim37)の他に

は，サン・タマン修道院の所領明細帳に登場す

る Bousigniesと Brillonの2所領が想起さ

れる程度である 38)。しかしながら，個別所領の

系譜を確定することは困難であるとしても，

「古典荘園制」の存在が確実に認められている

修道院領に関して，そのかなりの部分が王領地

に由来することが明らかな場合は，きわめて多

いのである。国王自由人の教会領民への没落と

いう独自の主張を裏打ちするために，「古典荘

園制」の典型とされるあのサン・ジェルマン・

デ・プレ修道院領が王領地に起源を持つとした

T. マイヤーの主張を叫全面的に受け入れる

にば慎重たらざるをえないとしても，少なくと

も同修道院領が密集する地域で，大量の王領

地が修道院領に転化していることが確実であ

る40)。またプリュム修道院領については，シュ

タープによる最近の研究で，ローマ期の交通組

織がフランク王権の手によって受容され，さら

に教会領にも受け継がれていくという主張が展

開される中で，その一部が玉領地に起源を持つ
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ことが示されている 41)。さらに，私が比較的詳

細に文献と史料を探索しえたベルギー諸地方の

場合を見ると， 「古典荘園制」的な所領形態を

認めることのできる修道院領のすべてについ

て，所領形成過程での王権による重要な寄進を

検出することができるのであって，それらは，

前述のコルビー，サン・ベルタン，サン・タマ

ン，シント・バーフ修道院の所頷の他にも，ロ

ッブとシント・トルイデン修道院の所領であ

る42)。

以上のように見てくるとき， 「古典荘園制」

が形成される基地として，またそれを普及して

いく媒体として，まず王領地を，ついでそれと

密着した教会領をきわめて大きく評価するフル

ヒュルストの見解は，第二次大戦後ヨーロッパ

学界の所産によって十分に支えられていると言

ってよい。そして，こうした研究動向に基づい

てわれわれは，フランク王権と教会諸組織を先

頭とし，これらと不即不離の関係にあった高級

貴族43)を含めた有力領主層こそが，中世初期の

農村構造を「古典荘園制」の方向へ推転させて

いく上で，先進的な役割を果したと考えること

ができるのではなかろうか。

1) Verhulst, La genese du regime domanial, 

pp.150-60. 

2) 「国王自由人学説」については，久保正幡編『中

世の自由と国家』上，中，下，創文社， 1963-69を

参照。なおこの学説は，「中世の世界は貴族的な世．

界である。国家も教会も社会も貴族によって支配さ

れている」とする「貴族支配説」と結びついて，

「農村の人民は根本的に歴史を持たない」 (H. ダン

ネンバウアー）というような歴史観に結実していく

ときには，きわめて危険なものをはらんでいる。

H. Dannenbauer, Adel, Burg und Herrschaft 

bei den Germanen. Grundlagen der deutschen 

Verfassungsen twicklung, Historisches J ahrbuch, 

1941 in Id., Grundlagen der mittelalterlz'chen 

第 42 巻第 1~6 号

Welt, Stuttgart, 1958, p. 121. しかしながら，

古典学説に直裁的に対決する新学説に触発されて，

きわめて優れた研究が続出したことも否定できない

のであって，われわれはそこから生み出された成果

に十分の注意を払わなければならない。

3)この点については多くの論稿があるが，要約的な

叙述として P. Grierson, Money and coinage 

under Charlemagne, H. Beumann (ed.), Karl 

der Gro(je. Lebenswerk und Nachleben, I, 

Personlichkeit und Geschichte, Dusseldorf, 1965, 

pp. 501-36 をあげておく。なお，かかる貨幣制度

の改革が，従来より広汎な民衆が接触するような

「貨幣経済」を志向していた点については，拙稿「西

欧中世初期における商品・貨幣流通と都市—ピレ

ンヌ以降ベルギー学界の成果を中心として一」

(1), 本誌， 39巻， 1-6号， 1974,231-5頁。

4)カロリング王権による『貧民』保護政策の評価に

ついては，たとえば R. Kotzschke, Karl der 

GroBe als Agrarpolitiker im besonderen auch 

fur deutsche Landschaften, Festschrift fur 

E. E. Stengel, 1952, pp. 182-94のように，主とし

て領主的支配のもとにある農民を対象と考えるか，

あるいは， E.Muller-Mertens, Karl der Gro(je, 

Ludwig der Fromme und die Freien. W er waren 

die Liberi homines der karolingischen KaPi,tu-

larien (7 42 /7 43ー 832)? Ein Beitrag zur Sozial-

geschichte und SozialjJolitik des Frankenreiches, 

Berlin, 1963 が典型的に示しているように，王権

に公的義務や軍役を負担する『自由人』を対象とし

て「封建化を阻止する」ものと見るか，このあたり

に今後検討さるべき問題点がある。

5)最近では，貨幣制度と度量衡の改革を結びつけ

て論じた， H. A. Miskimin, Two reforms of 

Charlemagne? Weights and measures in the 

Middle Ages, Economic history review, 1967, 

pp. 35-52 がある。また， フランク王権による土

地面積単位の統一への努力については， L.Musset, 

Observations sur une mesure agraire: le bon-

nier, Melanges d'histoire du moyen age L. 

Halphen, Paris, 1951, pp. 535-41. 

6) Kotzschke, art. cit., pp. 186-9; Doehaerd, 

op. cit., pp. 62-3. 

7) A. Verhulst, Karolingische Agrarpolitik. Das 

Capitulare de villis und die Hungersnote von 

792/793 und 805/806, Zeitschrift fur Agrar-
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geschichte und Agrarsoziologie, 1965, pp. 175-89. 

フルヒュ）レストは， 792-3年の飢饉を契機として行

なわれた度量衡改革に注目して， 19世紀以来論争さ

れてきた『御料地令』の成立年代を， 792-3年と

800年との間に求めているが， この年代決定は，王

領地研究の第一人者であるメッツによっても承認さ

れている。 W.Metz, Zur Er forschung des karo― 

lingischen Reichsgutes, Darmstadt, 1971, pp. 

18-9. 

8) Bosl, Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, pp. 49 

-51. 

9) この二つの史料には多くの刊本があるが，両者の

最古の写本を含む ~Codex Helmstadensis 254;}> 

が，ブリュルによる解説と文献目録を付して，フ

ァクシミレ版として最近刊行された。 C.Bruhl, 

Capitulare de villis. Dokumente zur deutschen 

Geschz"chte in Faksimiles, I-1, Stuttgart, 1971. 

10) A. Dopsch, Dz"e Wirtschaftsentwicklung der 

Karolingerzeit vornehmlich in Deutschland, I, 

2. Auf., Weimar, 1921, pp. 28-73. 

11)最近までの研究状況の総括としては， W.Metz,

Das karolingische Reichsgut. Eine ver fassungs— 
und verwaltungsgeschichtliche Untersuchung, 

Berlin, 1960, pp. 77-87; Id., Zur Er forschung, 

pp: 8-21. しかしながら， T. Mayer, Das 

Capitulare de villis, Zeitschrift der Savigny— 

Stiftung fur Rechtsgeschichte, GA., 1962, pp. 

1-32や，フランス学界における Perrin, La sei-

gneurie rurale en France et en Allemagne, pp. 

41-3; Duby, L'economie rurale et la vie des 

campagnes, pp. 277-8 などに見られるように，

ドープシュの考え方をかなりの程度生かそうとする

研究者も存在する。

12)この点を『御料地令』の基本的な目標であると強

調するメッツは，ことに国王滞在に伴う宮廷への補

給を重視して，この勅令も国王がしばしば滞在した

王領地により厳密に適用された，と考えている。

W. Metz, Die Agrarwirtschaft im karolingi-

schen Reiche, Karl der Gro13e, I, pp 497-8. 

13) Kotzschke, art. cit., pp. 181-6; Verhulst, art. 

cit., passim. こうした研究動向を支えたのは，ヵ

ロリング期の文化全般にわたる研究の進歩であろ

う。たとえば『御料地令』第70条に登場して， ドー

プシュにアキタニアを択ばせる手がかりを与えた植

物名も，カロリング宮廷を中心とする古典古代の文

化遺産継承の実態が明らかにされるとともに，おそ

らくは古典古代の書物から借用された一覧表であっ

たと考えられるに至っている。 Metz, Zur Er for-

schung, pp. 14-5. 多くの研究者が，『御料地令』

が王領地管理における書類の使用を促進しているこ

とを重視し，それが所領明細恨や会計記録の作成を

普及したと考え， 『明細帳範例』もその結果成立し

たという見方が強くなっているのも，こうした背

景のもとに理解されよう。 Kotzschke, art. cit., 

pp. 189-90 ; Metz, Reichsgut, pp. 18-26 ; A. 

Tautscher, Betriebsfiihrung und Buchhaltung 

in den kar lingischen Konigsgii tern nach dem 

Capitulare de villis, Vierteljahrschrift fi加

Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, 1974, pp. 1-

28. 

14) Dopsch, op. cit., pp. 75-101. 

15) W. Metz, Zur Entstehung der Brevium 

exempla, Deutsches Archiv fur Er f orschung des 

Mittelalters, 1953-4, pp. 395-416; Id., Reichsgut, 

pp. 26-53; Id., Zur Er Jorschung, pp. 23-8. 

なおペランは， ドープシュの見解があまりに詳細な

史実を想定していることを警戒しながらも，『明細

帳範例』が私的な編集によるという点ではこれに従

っている。 Perrin,op. cit., pp. 43-6. 

16) Deutsche Konigspf alzen. Beitrage zu ihrer 

historischen und archiiologischen Er Jorschung, 

2 vols., Gottingen, 1963-5; M. Schalles-Fischer, 

Pfalz und Fiskus Frankfurt. Eine Untersuchung 

zur Ver f assungsgeschichte des Jrankisch-deut-

schen Konigtums, Gottingen, 1969; M. Gockel, 

Karolingische Konigshofe am Mittelrhein, Got-

tingen, 1970; K. Heinemeyer, Konigsh8Je und 

Konigsgut im Raum Kassel, Gottingen, 1971; 

H. Miiller-Kehlen, Die Ardennen im Fruhmit-

telalter. Untersuchungen zum Konigsgut in einem 

karolingischen Kernland, Gottingen, 1973. ドイ

ツ学界以外では，このような個別研究は比較的少な

く，管見の範囲では以下の論文があげられる程度で

ある。 G.Despy, Note sur le domaine carolingien 

de Floreffe, Etudes d'histoire et d'archeologie 

namuroises ded極 sa F. Courtoy, Gembloux, 

1952, pp. 191-8; A. Joris, Le palais carolingien 

d'Herstal, Le Moyen Age, 1973, pp. 385-420. 

17) E. Ewig, Descriptio franciae, Karl der Gro{ie, 

I, pp. 143-77. なお E.Ewig, Residence et 
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capitale pendant le haut rnoyen age, Revue 

historique, pp. 25-72 は，国王の居住地をなるた

け恒常的な勢力拠点にしようとしていた，中世初期

のゲルマン諸王権による努力を跡づけている。

18) A. Gauert, Zurn Itinerar Karls des GroBen, 

Karl der Gro舷， I, pp. 307-21. また，国王巡

路における宿営を扱ったブリュルの大著が， フラ

ンク期にも 1章をあてて詳しい考察を行なってい

る。 C.Briihl, Fodrum, gistum, servitium regis. 

Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des 

Konigtums im Frankenreich und in den f riinki-

schen Nae hf olgestaaten Deutschland, Frankreich 

und Italz"en v叩 6. bis zur Mitte des 14. Jahr-

hundert, 2 vols., Koln-Graz, 1968, pp. 7-115. 

19) Metz, Rez"chsgut, pp. 140-4; Bruhl, op. cit., 

pp. 65-7; Bosl, Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, 

p. 49. 個別研究としては， Staab,op. cit., pp. 32-

88 など。

20) Metz, Reichsgut, pp. 196-213; Id., Zur E汀'or-

schung, pp. 80-2. 

21) T. Mayer, Die Konigsfreien und der Staat 

des fruhen Mittelalters, Das Probt呻 derFrei-

heit in der deutschen und schweizerischen Geschi-

chte, Vortriige und Forschungen, IT, Darmstadt, 

1955, pp. 7-56 などのように，国王自由人の定住

をきわめて広汎に捉える見解に対しては，現在では

様々な留保がなされている。たとえばシャレス・フ

ィッシャーはフランクフルト地方の王領地に国王自

由人の存在を認めているが，ハイネマイヤーはカッ

セル地方についてそれを否定し，王領地に定住す

る「国王領民」 Konigsleuteのうちに自由人がいて

も，それらの「自由」は国王との関係によって基礎

づけられているわけではない，と考える。 Schalles-

Fischer, op. cit., pp. 301-3; Heinemeyer, op. 

cit., p. 240. 「国王自由人学説」の問題点を総体的

に検討した論文として， H.K. Schulze, Rodungs-

freiheit und Konigsfreiheit. Zu Genesis und 

Kritik neuerer verfassungsgeschichtlicher 

Theorien, Historische Zeitschrift, 1974, pp. 529 

-50を参照。

22) P. Grierson, The identity of the unnamed 

fiscs in the<Breviurn exernpla ad describendas 

res ecclesiasticas et fiscales>, Revue belge de 

Philologie et d'histoire, 1939, pp. 437-61; 拙稿

「領主制の諸形態」 (2)34-44頁。

第 42巻第1-6号

23)前注 16)の諸文献の他， Bruhl, op. cz"t., pp. 

95-8; F. L. Ganshof, La Belgique carolingienne, 

Bruxelles, 1958, pp. 106-8などを見よ。

24) Metz, Reichsgut, pp. 111-9. 

25)前掲の個別研究のうち，森林の問題を最も詳しく

扱っているのは， Muller-Kehlen,op. cit., pp. 99 

-110である。一般的には， Metz, Zur Er for-

schung, pp. 78-80. 

26)もちろんこれらの史料から，所領形態のいくつか

の側面を読み取ることは可能であり，たとえばデュ

ビ‘ィは『明細帳範例』から，農耕に対する牧畜の比

重の高さや三圃制度の未確立などに表現される農

業生産力の低位を想定している。 G.Duby, Le 

probleme des techniques agricoles, Settimane, 

XIII, pp. 267-283; Id., Guerriers et paysans, 

pp. 37-9. なお，前注 22)の拙稿では，ほぽデュ

ビィの見解に従って， Annapesなどの所領形態を

「古典荘園制」からかなり遠いものとして整理した

が，現在では，この点は『明細帳範例』の史料的性

格からして再検討の余地がある，と考えている。

27) この史料については， Metz,Reichsgut, pp. 53-

9; Id., Zur Er Jorschung, pp. 28~31. 

28) Gockel, op. cit., pp. 313-4. ここでは， Gerns-

heimと Niersteinの2所領についての，次のよう

な具体的な描写を紹介しておこう。前者では，．耕地

264 jurnales, 採草地乾草10台分，ぶどう畑ぶどう

汁 6台分の領主直領地に対して，『自由人フーフェ』

<hube ingenuales> 23及び『非自由人フーフェ』

<hube serviles> 30の農民保有地が約 4倍の面

積を占めているが， 賦役労働としては， 『自由人フ

ーフェ』からは梨耕， 収穫などの年賦役が，『非自

由人フーフェ』からは 3日の週賦役が給付されてい

る。 Ibid.,pp. 46-52. また後者は， おそらく約 250

jurnalesの領主直領地と， <mansiet sortes>と

表現される農民保有地 87から構成されているが，

<mansi>は明らかに『自由人フーフェ』を示して

いて 4週間を上廻る年賦役を負担しており，『非自

人フーフェ』に当る<sortes>は数の上では農民保

有地のおそらく三分の二を占める上に， 3日の週賦

役を給付している。 Ibid.,pp. 94-6. 

29) Heinemeyer, op. cit., pp. 153-5 etc. 

30) Metz, Reichsgut, pp. 91-7. 

31) Metz, Agrarwirtschaft, pp. 495-6. 

32) この点については旭大な研究成果が蓄積されて

いるが， とりあえず Lemarignier, La France 
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叫 dievale,pp. 55-86; Bosl, Staat, Gesellschaft, 

W irtschaf t, pp. 69-79. また， ドイツ学界の成果

を見事に摂取した労作，北村忠夫「 7• 8世紀転換

期における，初期カロリンガー権力の東漸」『中世の

自由と国家』下， 1-261頁も，しばしばこの局面に触

れている。教会諸組織が農村開発の拠点となった点

については， C.Higounet, Le probleme economi-

que : l'eglise et la vie rurale pendant le tres 

haut moyen age, Settimane, VII, pp. 775-803. 

33) Bri.ihl, Fodrum, pp. 25-53. 

34) Lemarignier, Les dornaines des abbayes de 

Sithiu (Saint-Bertin) et l'abbaye de Corbie, 

pp. 305-7 ; Id., Quelques remarques sur l'or-

ganisation ecclesiastique de la Gaule du vne 
a la fin du rxe siecle principalement au Nord 

de la Loire, Settimane, XIII, pp. 463-70; Id., 

La France medievale, pp. 57-60. 

35) Mi.iller-Kehlen, op. cit., pp. 39-50, 79-98. 

36) Verhulst, De Sint-Baafsabdij te Gent, pp. 232 

-84. 

37) R. Kotzschke, Studien zur V erwaltungsgeschi一

chte der Grof]grundherrschaft Werden an der 

Ruhr, Leipzig, 1901, pp. 8-19. 

38) H. Platelle, Le temporel de l'abbaye de Saint-

Amand des origines a 1340, Paris, 1962, p. 40. 

ただし，この 2所領の王領地起源について決定的な

史料はないようである。なお，サン・タマン修道院

領の構造については，拙稿「領主制の諸形態」 (2)

44-53頁。

39) Mayer, Die Konigsfreien und der Staat, 

pp. 40-51. マイヤーの場合，サン・ジェルマン・

デ・プレ修道院領の『自由人マンス』が，軍役税な

ど，そもそも公的性格を持っていた負担を行なって

いることが重視されるが，それだけから修道院領の

王領地起源を考えるのは性急であろう。

40) Roblin, op. cit., p. 342. また，サン・ジェルマ

ン・デ・プレ修道院領の地理的配置を検討して，そ

れがカロリング王国の体制と適合関係にあったこ

と，セーヌ河をはさんでノルマンディーのサン・ワ

ンドリーユ修道院領と相互補完的に所在していたこ

と，などを指摘する M.de la Motte-Colas, Les 

possessions territoriales de l'abbaye de Saint-

Germain-des-Pres du debut du rxe au debut 

du XIP siecle, Revue d'histoire rie l'eglise de 

France, 1957, pp. 50-7を参照。

41) Staab, op. cit., pp. 46-106. 

42)これら修道院への国王による寄進については，

de Moreau, Histoire de l'eglise en Belgique, 

I, pp. 157-61を，所領構造については，拙稿「領

主制の諸形態」 (1), (2), (3)を見よ。

43)フランク王国における貴族層の動向は，戦後のヨ

ーロッパ学界で最も精力的に研究されている分野の

一つであって，その研究成果を展望することは私の

能力をもってしては不可能である。 とりあえず，

Fossier, Histoire sociale, pp. 52-4; Dhondt, op. 

cit., pp. 42-4 ; Bosl, Staat, Gesellschaft, Wirt-

schaft, pp. 52-7 などを参照。わが国において

も，世良晃志郎「フランク時代における貴族と土地

所有」『中憔の自由と国家』上， 41-110頁や前

注 32)の北村論文のような， 優れた研究がある。

ここでは，世俗領のあり方に関連して以下の点を指

摘するにとどめたい。第 1に，王領地や教会領から

の世俗領主への土地賦与，世俗領主による教会への

土地寄進に加えて，国王による教会領を犠牲として

の歯俗領主への土地封与 (F.L. Ganshof, Qu'est-

ce que la feodalite? ze ed., 1968, Bruxelles, 

pp. 25, 43-5)などの形で，王領地及び教会領と世

俗領との間でひんばんな相互移行が行なわれていた

のであるから，両者の構造には一定の親近関係があ

りえたこと。第 2に，シント・バーフ修道院領〔拙

稿「領主制の諸形態」 (1),9-39頁），サン・ベル

タン修道院領〔同(2)2-33頁〕，モンティエランデ

ル修道院領〔拙稿「モンティエランデル修道院土地

台帳の分析ー一『古典荘園制』未発達の 1形態―」

本誌， 37巻 1-6号， 1972, 209-29頁〕などの

検討から明らかになったように，世俗領主の小所領

において遅れた所領形態が検出されることが多いこ

と。従って，その所領が比較的大規模なまとまりを

持ちえたと思われる高級貴族を，王権と教会諸組織

とともに有力領主層を形作るものとして捉え，これ

を「古典荘園制」の形成を推進した先進的な指導

者層と想定することが，許されるのではないだろう

か。

X X X 

「古典荘園制」の形成過程に関する新しい考え

方が，第二次大戦後ヨーロッパ学界の研究成果

に支えられ，かつそれを深める方向で練り上げ

られてきたことは，以上の考察で不十分ながら
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も明らかにしえたであろう。もちろん，本稿 でありえたかという点が，なお解明されるべき

で取り上げることのできなかった問題領域は多 重要な問題として残っている。私は，ョーロッ

く，特にわが国学界の問題閑心からして，「古 パ学界での所産からしてこれに肯定的に答えう

典荘園制」が西欧中世初期国制史において占め ると考えているが，それについては稿を改めて

る地位，ことにそれが在地に密着した支配機構 論ずることにしたい。
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